
平成１８年度財務定期監査の結果に基づき講じた措置等（産業振興局，水道局）

指摘の概要 措置内容 措置状況

２ 産業振興局

Ａ 収入に関する事務

③ 債権管理を適正に行うべきもの

使用料を納期限までに納付しない者に対して

は期限を指定して督促しなければならないが，

市場使用料について督促状の交付を行っていな

い事例が見受けられた。

また，債権回収努力にもかかわらず，相手先

の破産等により回収不能と見込まれる債権等に

ついては不能欠損処理を行わざるを得ないが，

市場使用料について不能欠損処理が行われてい

ない。    (中央卸売市場本場，東部市場) 

平成 17 年度末の中央卸売市場における使用

料等の収入未済額は 7,551 万円と多額であり，

債権管理を適正に行うべきである。

債権管理の事務処理要綱等として

「神戸市中央卸売市場本場・東部市

場使用料等の滞納に係る事務処理要

綱」を平成２１年３月に定めてお

り，不納欠損処理も含め，これに基

づいた債権管理を行っている。  

措置済 

Ｄ 財産の管理に関する事務

① 中央卸売市場保証金の管理を適正に行うべきも

の

中央卸売市場保証金は，卸売業者等が市場での

業務開始に先立って本市に預託することとなって

いるが，以下のとおり不適切な事例が見受けられ

た。

適正な管理を行うべきである。

ア 保証金預託額が基準に比べて不足又は超過し

ているもの (中央卸売市場本場，東部市場) 

ア 保証金預託額が不足しているも

のについて，1 件は清算を完了し

ているが，他の 1 件は使用料の滞

納もあり併せて納付指導を行って

いる。超過しているものについて

は，全て清算した。  

措置済 
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平成１８年度財務定期監査の結果に基づき講じた措置等（産業振興局，水道局） 

指摘の概要 措置内容 措置状況 
 
Ⅰ 重点監査項目「使用料の減免について」 

③ 漏水減免事務を適正に行うべきもの 

道路の下に埋めてある配水管から分かれて各家

庭へ引き込まれている給水管等の器具をまとめて

給水装置といい，水道メーターを除く給水装置は

所有者の財産であり，その管理責任は所有者，ま

たは，使用者にある。 

給水装置からの漏水で，使用者等が善良な管理

者の注意をもってしても管理できなかったと認め

られる場合などについて，水道料金を減免してい

るが，次のような事例が見受けられた。 

ア 減免申請方法等が要綱で定められていない事

例 

漏水に係る水道料金の減免基準を定めた要綱

には，減免手続として使用者の申請が必要なこ

とが定められている。しかし，その申請方法に

ついては具体的規定が無く，実際の事務処理に

おいては，使用者や修繕を行った指定給水装置

工事業者による口頭申請で済まされているケー

スが多い。 

漏水減免は，使用者の管理範囲に属する給水

装置からの漏水を対象とするものであるため，

局側に原因があるなどの特別の場合を除き使用

者の申請に基づき行う必要があるが，現行の取

扱によると，申請があったことが局と使用者双

方に明示されない恐れがある。               

（水道局各センター，総務部業務課） 

原則として申請書が必要なことや，申請書が

不要な特別の場合の内容について，要綱等で定

めるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ア 検討会議を開催し，申請書につ

いて統一した様式を設けることに

ついて確認し，申請書が作成でき

るまでの間については，各セン

ターにおいて現行の様式等によ

り，申請書をいただくこととし

た。 

平成 20 年 2 月 7 日付で「漏水

に係る料金の減免基準に関する要

綱」を改正し，申請書様式を追加

した。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況 
 
Ⅱ 局別監査 

６ 水道局 

Ｃ 契約に関する事務 

⑤ 契約はとりまとめて行うべきもの 

専決契約とは，専決規程に基づき当該課又は事

業所において決裁できる契約のことであるが，短

期間に同種の業務を同一業者に専決契約により複

数発注している事例が見受けられた。 

(奥平野浄水管理・工事事務所，西部センター，

垂水センター) 

できるだけ，とりまとめて発注すべきである。 

 

 

 

 

短期間内に同種あるいは関連性の

ある契約を行う場合は一括して発注

するようにするなど適正な事務処理

を図るため，平成 19 年 5 月 17 日

付で通知を発出し，周知徹底を行っ

た。 

 

 

 

 

措置済 

⑥ 給水装置工事委託契約を適正に行うべきもの 

道路部分の給水装置等の工事を指定給水装置工

事業者に委託する給水装置工事委託契約につい

て，次のような事例が見受けられた。 

           (配水課，各センター) 

適正な事務処理を行うべきである。 

ア 契約書に代わる請書として給水装置工事委

託受諾書があるが，センター所長名で収受さ

れているなど，請書としての要件を欠いてい

る事例 
 
 
 
イ 500 万円までセンター所長の専決契約とし

て運用されているが，水道局部課長等専決規

程には給水装置工事委託契約に関する規定が

無く，専決区分の根拠が不明瞭である事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 給水装置工事委託受諾書につい

て，水道事業管理者名で収受する

など請書としての要件を満たすよ

うに改善するとともに，名称を

「給水装置工事委託受諾書 兼 請

書」として，請書であることを明

確にした。 

イ 給水装置工事委託契約に関して

は，平成 26 年 3 月 17 日付で水道

局部課長等専決規程を改正し，委

託の区分に給水装置工事委託を追

加した。 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 
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